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労働法入門労働法入門労働法入門労働法入門

～あなたを守る雇用のルール～

弁護士永嶋靖久2006/10/18

１１１１ 雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールはははは誰誰誰誰とととと誰誰誰誰のののの間間間間をしばるのかをしばるのかをしばるのかをしばるのか

雇用雇用雇用雇用のののの多様化多様化多様化多様化とはとはとはとは何何何何かかかか( )( )( )( )1

雇用のルールは労働者と使用者の間に適用されるのが原則i

一つの職場に、様々な雇用形態の人がいる。様々な企業が入り組ん雇用の多様化（i

でいる） 労働者かどうか、使用者が誰かが、見えにくくなってきた。�

誰誰誰誰がががが労働者労働者労働者労働者かかかか( )( )( )( )2

労働基準法上の労働者：職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支i

払われる者（労基§９・労働安全衛生§２）

労働組合法上の労働者：職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収i

入によつて生活する者（労組§３）

労働契約と請負契約はどう違うか：

労働者かどうかは，労働関係の実態で決まる 「業務委託」や「請負 （セールス・。 」

） ， ，在宅勤務・外務員・傭車運転手など でも 仕事の依頼に対する諾否の自由がなく

業務の内容や遂行の仕方について指揮命令を受け，勤務時間・場所が拘束され，そ

の者の業務遂行を他人に代替させ得ない場合は労働者

誰誰誰誰がががが使用者使用者使用者使用者かかかか（（（（派遣労働者派遣労働者派遣労働者派遣労働者のののの使用者使用者使用者使用者はははは誰誰誰誰かかかか））））( )( )( )( )3

登録型（派遣元に登録だけして派遣先が決まると派遣元と雇用成立） 常用型↔i

派遣の場合、 ＝派遣の大原則雇用契約は労働者と派遣元との間i

雇い主の責任は派遣元が雇用主（使用者としての責任）�i

派遣先は指揮命令して従事させるにあたっての義務（労働時間管理や安全衛生）i
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偽装請負とは何か

年決議「偽装雇用は，使用者が被用者の真の法的身分を隠すために，cf ILO2003

被用者である人をそうではなく扱った場合に発生する。これは・・・・許容される

べきではない。虚偽の自営業・業務委託，偽りの協同組合の設立，虚偽のサービス

提供・企業再構築は，雇用関係を偽装するためにもっとも頻繁に使われる手段であ

る。このようなことは，労働者への保護を否定し，税金・社会保障拠出などのコス

トを回避するために行われる 」。

２２２２ 雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールはどうやってはどうやってはどうやってはどうやって決決決決まるかまるかまるかまるか

使用者と労働者の合意で決まるが，法令や就業規則，労働協約によっても規制i

雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールとしてのとしてのとしてのとしての労働契約労働契約労働契約労働契約( )( )( )( )1

雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールとしてのとしてのとしてのとしての労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法などなどなどなど( )( )( )( )2

この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから，労働関係の当事者は，i

この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより，その向上

を図るように努めなければならない （労基§ Ⅱ）。 1

労働基準法は，労働契約，賃金，労働時間，休憩・休日及び年次有給休暇，安全及i

び衛生，年少者，女性，災害補償，就業規則など，使用者と労働者の間で問題にな

る基本的な事項についての最低限の基準を定めている。

その他男女雇用機会均等法・最低賃金法・労働者派遣法・パートタイム労働法等i

雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールとしてのとしてのとしてのとしての就業規則就業規則就業規則就業規則・・・・労働協約労働協約労働協約労働協約( )( )( )( )3

① 就業規則：事業場で労働者の労働条件や服務規律などを定めた経営の規則

就業規則はどうすればわかるかi

使用者の周知義務（労基§ ）106

届け出就業規則の労基署による開示（厚労省労基局長通達）

② 労働協約：労働組合と使用者との間の，労働条件その他についての取決め

労働契約労働契約労働契約労働契約・・・・労基法労基法労基法労基法・・・・就業規則就業規則就業規則就業規則・・・・労働協約労働協約労働協約労働協約はどんなはどんなはどんなはどんな関係関係関係関係かかかか( )( )( )( )4

労基法は最低基準 労基法の基準より不利な労働条件を定める就業規則・労働協�i

約・労働契約は無効。無効部分は労基法の基準。

就業規則と労働契約では，どちらか有利な方（労基§ ，労働契約の労働条件のう93i

ち，就業規則の基準以下の部分は無効。無効部分は，就業規則で定める基準）

労働協約は就業規則・労働契約に 有利不利関係なく 優越すると解されている 労（ ） （i

基§ ，就業規則は，法令・労働協約に反してはならない）92
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３３３３ 採用採用採用採用ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

労働契約労働契約労働契約労働契約はいつはいつはいつはいつ成立成立成立成立するかするかするかするか( )( )( )( )1

採用内定により契約成立（始期付解約権留保付労働契約）＋内定取消には制限i

大日本印刷事件最高裁判決：採用内定の取消事由は，採用内定当時知ることができi

ず，また知ることが期待できないような事実であって，これを理由として採用内定

を取消すことが右採用内定に留保された解約権の趣旨，目的に照して客観的に合理

的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる。グルー

ミーな印象なので最初から不適格と思われたが，それを打消す材料が出なかったの

で内定を取消すのは，解約権の濫用。

試用期間の合意があっても，労働契約は初めから期間の定めない通常の労働契約。i

労働契約労働契約労働契約労働契約のののの内容内容内容内容はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして決決決決まるかまるかまるかまるか( )( )( )( )2

使用者は，契約締結に際し，賃金及び労働時間に関する事項等について，書面（労i

働条件通知書等）で明示しなければならない。

求人広告の内容は直ちに労働契約の内容にはならない。ﾊﾛｰﾜｰｸの求人票に記載されi

た労働条件は，当事者間でこれと異なる合意をしなければ労働契約の内容。

派遣派遣派遣派遣のののの場合場合場合場合はどうかはどうかはどうかはどうか( )( )( )( )3

登録型は事業所ごとの厚生労働大臣の許可。無許可・無届派遣の禁止：i

常用型は届出が必要が必要i

派遣の大原則（雇い主は派遣元）i

派遣先による面接の禁止����

派遣元にも面接の協力の禁止。派遣労働者が自分の判断で派遣先を訪

問すること、履歴書を送ることは構わないとされている点に注意

二重派遣の禁止����

４４４４ 賃金賃金賃金賃金ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

賃金賃金賃金賃金とはとはとはとは何何何何かかかか( )( )( )( )1

名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの（ ）労基§11i

就業規則で，支給条件が明確に規定されて，使用者がその支給を約束していれば�

賃金。労働の対償でなく，あるいは支給要件が明確に規定されていなければ賃金で

ない。慶弔金・祝儀金・福利厚生費は賃金でない。

① 一時金（賞与）は賃金か：

就業規則や労働協約で具体的に規定されているときは賃金。支給基準がもっぱら使

用者の裁量に委ねられている場合は，任意的・恩恵的給付であって賃金ではない。

② 退職金は賃金か：

， 。 ，支払条件が明確で使用者に支払義務があれば賃金後払的性格を有し 賃金 ただし

功労報償的な性格も併せ有しており，懲戒解雇の場合に退職金を減額することも許

される。しかし，労働者に永年の勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為がな

い限り，退職金の不支給は許されない。
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あなたのあなたのあなたのあなたの賃金賃金賃金賃金はどのようにはどのようにはどのようにはどのように守守守守られているかられているかられているかられているか( )( )( )( )2

賃金は，通貨で，直接労働者に，その全額を支払わなければならない。（労基§24）i

：現物給付の禁止。但し，労働協約で特に取決めをすれば別。また，賃通貨払原則i

金の口座振込等は適法。

：第三者の介在によるピンハネの禁止直接払原則i

：債務不履行や不法行為に基づく損害賠償債権で相殺できない。労働協全額払原則i

約，就業規則，労働契約などで約束された賃金の一方的減額支給は原則禁止。

毎月一回以上払いの原則i

一定期日払いの原則i

５５５５ 労働時間労働時間労働時間労働時間ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

労働時間労働時間労働時間労働時間とはとはとはとは何何何何かかかか( )( )( )( )1

労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間i

三菱重工業長崎造船所事件：業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用i

者から義務付けられ，又はこれを余儀なくされたときは，当該行為は特段の事情の

ない限り，使用者の指揮命令下に置かれたもので，当該行為に要した時間は，それ

が社会通念上必要と認められるものである限り，労基法上の労働時間

① 更衣時間は労働時間：

実作業に当たり，作業服・保護具の装着を義務付けられ，装着を事業所内の所定の

更衣所等において行うものとされていたから（上記事件）

② 仮眠時間は労働時間：

待機・警報や電話等に対してただちに対応をすることが義務付けられ，労働からの

解放が保障されていないから（大星ビル管理事件）

法定労働時間法定労働時間法定労働時間法定労働時間( )( )( )( )2

使用者は，労働者に，休憩時間を除き 週間について 時間を超えて，労働させ1 40i

1 1てはならない。使用者は， 週間の各日については，労働者に，休憩時間を除き

日について 時間を超えて，労働させてはならない。 （労基§ ）8 32

変形労働時間･ﾌﾚｯｯｸｽﾀｲﾑ･裁量労働みなし時間は週 ・ 日 の例外ではない40H 1 8Hi

例外は労基法 条（災害等による臨時の必要がある場合 ， 条（ 協定）33 36 36）i

６６６６ 労働条件変更労働条件変更労働条件変更労働条件変更ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

労働契約労働契約労働契約労働契約のののの不利益変更不利益変更不利益変更不利益変更はははは有効有効有効有効かかかか( )( )( )( )1

労働条件を切り下げるには労働者の同意が必要。同意を迫られた場合，同意する義i

務はない。法令（強行法規 ，労働協約，就業規則に反する同意は無効。同意の際）

に錯誤や詐欺・強迫（意思表示の瑕疵）があれば，無効や取消を主張できる。
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就業規則就業規則就業規則就業規則のののの不利益変更不利益変更不利益変更不利益変更はははは有効有効有効有効かかかか( )( )( )( )2

大曲市農協事件最高裁判決（７農協の合併に際して，１農協の退職金支給条件が他i

の６農協の条件に合わせて引き下げられた事件 ：就業規則の不利益変更も，当該）

規則条項が合理的なものである限り，個々の労働者は適用を拒否できない。

合理性の判断基準 ①変更により労働者が被る不利益の程度＝変更による直接の不i

利益の程度，代償措置の有無・程度，②変更の必要性，③変更の社会的相当性＝同

業他社の扱い，多数組合の対応等，④変更手続の相当性＝労働組合との交渉の経過

・反対労働者への対応の状況等

届出・意見聴取・周知のない就業規則の効力には争いi

労働協約労働協約労働協約労働協約のののの不利益変更不利益変更不利益変更不利益変更はははは有効有効有効有効かかかか( )( )( )( )3

組合内で民主的手続がとられておらず，内容が極めて不合理なら，当該組合員であi

っても，協約の無効を主張できることがある。

７７７７ 人事異動人事異動人事異動人事異動ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

配転配転配転配転ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか( )( )( )( )1

東亜ペイント事件最高裁判決「特段の事情の存する場合（転勤命令に業務上の必要i

性がない場合，または業務上の必要性があっても，転勤命令が他の不当な動機・目

的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著

しく越える不利益を負わせるものであるとき等）以外は，転勤命令は有効」

出向出向出向出向ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか( )( )( )( )2

① 出向と派遣はどう違うか

法人格の違う出向先と雇用関係が生じ

る＝労働条件に重大な変更

出向は業務命令で一方的に命ずるこ�

とはできない。

② 転籍出向：

現在の勤務先を退職して出向先と新た

な労働契約を締結

出向する際に労働者の個別的同意が必要。

③ 在籍出向：

判例上，労働契約締結時の包括的同意（将来出向を命じられた場合 には応 じ

る旨の同意）で足りる。

・日東タイヤ事件最高裁判決：

就業規則には「従業員の休職については別に定める休職規程による」とだけ。休職

規程には，休職に該当する場合の一として「他社出向その他特命による業務処理の

」 ， ， ，ために必要があるときに特命休職を命ずる と定め 休職期間 休職期間中の給与

復職についてそれぞれ２ないし５条で簡単に定めているだけ。これでは従業員の出

向義務自体について明文の規定なし。
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出向義務が生ずる規定があっても，業務上の必要性や人選の合理性なければ，当該

出向命令は権利濫用として無効。

８８８８ 解雇解雇解雇解雇ののののルールルールルールルールはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか

解雇解雇解雇解雇とととと退職退職退職退職はどうはどうはどうはどう違違違違うかうかうかうか( )( )( )( )1

：一定の年齢を理由として自動的に解約。定 年i

：契約期間が定められている場合の期間の満了。期間満了i

：使用者と労働者の合意による解約。合意退職i

（辞職 自己都合退職 ：労働者からの一方的な解約。労働者からの退職 or ）i

退職届を出しても，詐欺・脅迫や公序良俗違反を理由に取消しや無効となる場合が

ある。退職勧奨・強要は応じる義務はない。

：労働契約の，使用者からの一方的な解約。解 雇i

解雇解雇解雇解雇はどんなはどんなはどんなはどんな場合場合場合場合にににに有効有効有効有効かかかか( )( )( )( )2

客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認められない解雇は，権利i

濫用として，無効（労基§ の ）18 2

労働者が，退職の場合に，退職事由（解雇の場合は，解雇理由）について証明書をi

請求した場合においては，使用者に，交付義務（労基§ ）22

① 適切な労務提供がない：

労働能力喪失・著しい勤務成績不良・職務不適格

② 労働者の契約違反：

業務命令違反・無断欠勤・勤務態度の不良・服務規律違反

③ 整理解雇：

人員整理を行う経営上の必要性が本当にあるか・使用者は整理解雇を回避するため

の努力を尽くしたか・被解雇者は客観的で合理的な基準を構成に適用して選定され

たか・労働組合や労働者に説明し誠実に協議をしたか

雇止雇止雇止雇止め にめ にめ にめ に制限制限制限制限はないかはないかはないかはないか( )( )( )( )3 （有期雇用の契約更新の拒否）

有期契約の反復更新（期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態）i

期間の定めのない契約の解雇と同様の制限�

９９９９ どうすればどうすればどうすればどうすれば雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールをををを守守守守らせることができるからせることができるからせることができるからせることができるか

なぜなぜなぜなぜ法律法律法律法律はははは様様様様々々々々ななななルールルールルールルールをををを定定定定めているかめているかめているかめているか( )( )( )( )1

民法の雇用契約関係＝労働者と使用者の関係を独立対等な当事者間の自由な合意i

に基づく契約関係と見る。

→契約の自由＝採用・解雇の自由 ⇒ 絶えざる失業の脅威

→労働者同士・使用者間の競争 ⇒ 劣悪な労働条件・長時間労働・中間搾取

労働条件は，労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなi

ければならない（労基§１）

対等な労使の交渉のために労働組合法 労働者の保護のために労働基準法i
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どうすればどうすればどうすればどうすれば雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルールをををを守守守守らせることができるからせることができるからせることができるからせることができるか( )( )( )( )2

日頃から，資料をきちんと残すi

雇用契約書・労働条件通知書・辞令書・解雇通知著・解雇理由書・離職票・就業規

則・賃金規程・退職金規定・労働協約・給与明細書・タイムカード・日誌・日記等

問題が起きた（起きそうな）ときは，専門家に相談する。i

労働組合があれば労働組合に，労働組合がなければ一人でも入れる労働組合に，あ

るいは大阪府の総合労働事務所・労基署・弁護士など，

労働組合による交渉・行政機関の利用・労働委員会の利用・弁護士による交渉・裁

判所の利用（調停・訴訟・労働審判）

どんな権利も行使しないと守られらない＝あなたを守るのはあなた自身i

あなたがあなたがあなたがあなたが守守守守らせるらせるらせるらせる雇用雇用雇用雇用ののののルールルールルールルール�


